
重要事項説明書 

（介護予防）訪問リハビリテーション 

＜令和 7年 1月 1日現在＞ 

 

１ 法人の概要 

名称・法人種別 医療法人社団 佑樹会 

代表者名 理事長  福地 佑樹 

所在地・連絡先 

（住所）東京都昭島市中神町１３４５番１ 

（電話）０４２－５４９－０７０７ 

（FAX）０４２－５４９－１２３１ 

 

２ 事業所の概要 

 （１）事業所名及び事業所番号 

事業所名 医療法人社団 佑樹会 介護老人保健施設 あゆみの里 

所在地・連絡先 

（住所）神奈川県伊勢原市石田１７１０番地 

（電話）０４６３－９２－５５５１ 

（FAX）０４６３－９２－５５５３ 

事業所番号 １４５４０８００２７ 

管理者 施設長 谷口 清和 

 

３ 事業の目的及び運営方針 

（１） 施設の目的 

指定訪問リハビリテーション・介護予防リハビリテーション（以下、「指定訪問リハビ

リテーション」という。）は利用者に対し、介護保険法の趣旨に従い、利用者がその有す

る能力に応じて可能な限り自立した日常生活を営むことができるよう、利用者の心身の

機能の維持回復を図ることを目的として指定訪問リハビリテーションを提供します。 

  

（２） 運営方針 

 介護老人保健施あゆみの里では、法人の基本理念である「希望と生きがいのある医療

福祉の創造」に基づき、利用者と家族のニーズの把握と地域のあらゆる社会資源の連携

強化に努め、利用者が明るい雰囲気の中いきいきとした療養生活を送る事ができる施設

を目指します。 

 また、高齢者ケアを担う中核施設として、多職種の連携を図った利用者への総合的ケ

アを提供し、利用者の生活復帰を目指します。 

 

 

 

 

 



４ 事業の概要 

 

 （１）職員の体制 

 

従業者の職種 
人数 区分 

業務の内容 
（人） 常勤（人） 非常勤（人） 

医師 2  1 1 介護老人保健施設管理者・医師兼務 

理学療法士 

作業療法士 
2 0 2 介護老人保健施設職兼務 

 

（３） 事業の実施地域 

 

事業の実施地域 伊勢原市、厚木市(一部)、平塚市(一部) 

  ※上記地域以外でもご希望の方はご相談ください。 

 

 

（４） 営業日 

 

営業日 営業時間 

月曜日～土曜日 ９：００ ～ １７：３０ 

  

営業しない日 日曜日・年末年始（１２月３１日～１月３日） 

 

 

５ 指定訪問リハビリテーションのサービス内容 

 

  医療法人社団佑樹会 介護老人保健施設あゆみの里 訪問リハビリテーションは、介護保険法令

の趣旨に従って、利用者の日常生活がより活動的なものとなるように、リハビリテーション職員

が利用者の自宅を訪問し、身体面では関節拘縮の予防、筋力・体力・バランスの改善、精神面で

は知的能力の維持改善等を医師の指示に基づき行います。 

 

① 当該サービスの提供にあたり、状態の悪化防止・軽減に努め、適切なサービスを提供しま

す。 

② サービス内容はわかりやすく説明を行い、サービスを提供します。不明な点については、

サービス担当者もしくは問い合わせ窓口までご連絡ください。 

③ 当該サービス提供は、指示書をもとにリハビリテーション実施計画書を作成し個々にリハ

ビリテーションを提供します。 

④ 訪問リハビリテーションの実施については、医師による指示に従い、訪問リハビリテーシ

ョン記録への記載を行います。 

⑤ 交通事情等により、自宅へ到着する時間が遅れる場合があります。 

 

 

 



６  サービスの終了方法 

 

① 利用者のご都合でサービスを終了する場合 

 サービスの終了を希望する日の 1週間前までにサービス終了をお申し出ください。 

  

 ② 事業者の都合でサービスを終了する場合 

 人員不足等やむを得ない事情により、サービス提供を終了させていただく場合があります。

その場合は、終了 1ヶ月前までに通知いたします。 

 

  ③ 自動終了 

 以下の場合は、自動的にサービスを終了します。 

・利用者が介護保険施設に入所、医療機関へ入院した場合。 

・利用者の介護認定区分が、非該当（自立）と認定された場合。 

・利用者が死亡もしくは被保険者資格を喪失した場合。 

・サービス提供の必要性が認められなくなったと医師が判断した場合。 

 

  ④ その他 

・事業者が正当な理由なくサービスを提供しない場合、守秘義務に反した場合、利用者やご

家族などに対して社会通念を逸脱する行為を行った場合又は事業者が破産した場合、利用者

は事業者へサービス終了の意思を表明することによって即座にサービスを終了することがで

きます。 

・利用者がサービス利用料を２ヶ月以上遅延し、料金を支払うよう催告したにもかかわらず

３０日以内に支払わない場合又は利用者が正当な理由無くサービスの中止をしばしば繰り返

した場合、またはご利用者様の入院もしくは病気等により、１ヶ月以   上に渡ってサービス

が利用出来ない状態であることが明らかになった場合、ご利用者様またはそのご家族様、事

業者やサービス従業者または他のご利用者様に対して、この契約を継続し難いほどの背信行

為を行なった場合は、通知することにより、即座に契約を終了させていただく場合もありま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



７ 事故発生時の対応 

 

事故発生時の対応 

事故発生時には、施設医師の医学的判断により、専門的な医療

的対応が必要と判断した場合、かかりつけ医療機関等での診療を

依頼します。その後の対応等につき、依頼した医療機関の指示に

従います。 

利用者の家族、行政機関等の関係機関に対して速やかに連絡・

報告等を行います。又、事故の発生が当施設の責に帰すべき事由

の場合、事故賠償責任保険等により対応します。 

 

８ サービス内容に関する苦情等相談窓口 

 

（１） 

介護老人保健施設 

あゆみの里 

相談苦情受付 

 

窓口担当  支援相談課 

ご利用時間 ９：００～１７：３０ 

ご利用方法 電話（０４６３－９２－５５５１） 

      面接（当施設１階 相談室） 

      ご意見箱（当施設各階に設置） 

  

（２） 

伊勢原市の相談窓口   

窓口担当  長寿介護課 

ご利用時間 ９：００～１７：００ 

ご利用方法 電話（０４６３－９４－４７２２） 

   

（３） 

利用者居住地の相談窓口   各自治体 (           ) 

 

（４） 

国保連合会の相談窓口  

窓口担当  神奈川県国民健康保険団体連合会 

       介護苦情相談係 

ご利用時間 ８：３０～１７：１５ 

   ※土日・祝日・年末年始を除く 

ご利用方法 電話  （０４５－３２９－３４４７） 

      ナビダイヤル（０５７０－０２２１１０） 

住 所   〒220-0003 横浜市西区楠町 27番 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



９ 費用（「別紙 料金表」参照） 

   

（１）交通費 

４（３）の事業の実施地域にお住まいの方は無料です。 

それ以外の地域にお住まいの方は 1 日あたり実費５００円（消費税別）の交通費が必要とな

ります。 

 

 （２）その他の費用 

サービスの実施に必要な居宅の光熱水道費、電話等の費用は、利用者の負担となります。 

 

 （３）キャンセル料 

利用者の都合によりサービスを中止する場合は、次のキャンセル料をいただきます。 

ただし、利用者の病状の急変など、緊急やむを得ない事情がある場合は不要です。 

サービス実施時刻の 1時間前までに連絡があった場合 無料 

サービス実施時刻の 1時間前までに連絡がなかった場合 
利用料自己負担分の全額と

交通費 

 

 

（６）利用料の支払方法 

①口座振替・自動払込法 

 毎月１５日までに、前月分の請求書を発行します。利用料の支払は、ご登録いただいた預

貯金口座（登録口座）より、利用月の翌月２６日に引き落としとなります（金融機関休業日

の場合は、その翌営業日となる場合もあります）。ご入金は、振替・払込の前日迄にお願い致

します。入金確認後、領収書を発行します。残高不足等で引き落としができなかった場合は、

窓口または、振込みにてお支払いをお願いいたします。 

お振替内容のご照会につきましては、直接施設へお願い致します。 

なお、登録口座は、利用者名義の年金口座でお願いいたします。 

② その他 

原則利用料の支払いは、口座振替・自動払込とさせていただきますが、どうしても不都合が

ある方は、別途ご相談下さい。 

 

１０ 虐待の防止策 

当事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の発生又はその再発を防止するため、虐待防止委員会を

設置し、当事業所で虐待防止のための取り組み等の確認・改善を検討し、指針を整備します。委

員会は３月に１度の頻度で開催し、虐待を防止するための定期的な研修を実施し、適切に実施す

るための担当者を設置します。 

 

１１ 緊急時等における対応方法 

サービス提供中に病状の急変などがあった場合は、速やかに利用者の主治医、救急隊、緊急時連

絡先（ご家族等）、居宅サービス計画を作成した居宅介護支援事業者等へ連絡をします。 

 

 

 



 

 

主治医 

病院名 

及び 

所在地 

 

医師名 
 

電話番号 
 

緊急時 

連絡先① 

（家族等） 

ふ り が な 

氏名（続柄） 

 

（     ） 

住所 
 

電話番号 
 

勤務先  

勤務先電話番号  

緊急時 

連絡先② 

ふ り が な 

氏名（続柄） 

 

（     ） 

住所 
 

電話番号 
 

勤務先  

勤務先電話番号  

 

１２ 秘密の保持 

当事業所は、利用者の個人情報について「医療・介護関係事業所における個人情報の適切な取り扱

いのためのガイダンス」及び個人情報保護に関する法律を遵守し適切な措置を講じます。また、は

サービス担当者会議等において、利用者又はその家族の個人情報を用いる場合はあらかじめ文書に 

より同意を得ることとします。



重要事項説明書の確認書 

 

医療法人社団 佑樹会 

 

介護保険サービス提供の開始に際し、介護老人保健施設訪問リハビリテーションサービス利用に

おける重要事項について説明を行い、下記の通り署名押印し相互に確認する。 

 

 介護老人保健施設訪問リハビリテーションのサービス利用における重要事項について、別紙説明

書のとおり説明をいたしました。 

 

説明日  令和   年   月   日 

 

医療法人社団佑樹会 介護老人保健施設 あゆみの里 

 

説明者  相談員 

 

氏名                        

 

 

 

 

上記説明者から介護老人保健施設あゆみの里が提供するサービスについて別紙説明書の説明を受

け、その内容について同意し交付を受けました。 

 

 

【利 用 者】 

      住    所 

   電話番号 

   ふ り が な 

      氏    名  

                                         

 

【身元引受人】 

      住    所  

   電話番号  

   ふ り が な 

      氏    名                                          

      利用者と 

の 関 係 

 



【要介護１～５】 2024年6月1日現在

項　目 利用単位数 1割 2割 3割

6単位 7円 13円 19円

-50単位 53円 -106円 -159円

【要支援１～2】

項　目 利用単位数 1割 2割 3割

6単位 7円 13円 19円

-50単位 -53円 -106円 -159円

【利用者負担算出方法】

　当事業所の通常の実施地域（伊勢原市、厚木市、平塚市）にお住まいの方は無料ですが、それ以外の地域に

-30単位

600単位
共同指導を行った場合に当該退院につき1回に限り所定単位数を加算

短期集中リハビリテーション加算 633円422円211円200単位
概ね週2日以上、1回40分以上実施　1日につき

1月に１回算定

退院時共同指導加算 1899円1266円633円600単位
共同指導を行った場合に当該退院につき1回に限り所定単位数を加算

リハビリテーションマネジメント加算イ、ロを算定する利用者に対し

855円570円285円270単位
事業所の医師が利用者又はその家族に説明し、利用者の同意を得た場合

概ね週2日以上、1回40分以上実施　1日につき

リハビリテーションマネジメント加算イ 570円380円190円180単位
情報提供、他事業所への助言、家族に対する助言、記録　1月に１回算定

基本額

加算額

650円 975円

短期集中リハビリテーション加算 200単位 211円 633円422円

リハビリテーションマネジメント加算ロ 675円450円225円213単位

1回20分※40分の場合（308単位×2回）

1週6回を限度
訪問リハビリテーション費 308単位 325円

 【その他の費用（交通費）】

7年以上勤務している療法士がいる事業所

退院（所）日又は要介護認定を受けた日から3月以内に

計画診療未実施減算 事業所の医師がリハビリテーション計画の作成に係る診療を行わなかった場合

要件を満たした場合：減算なし

 地域単価（10.55円×単位数＝○○円（1円未満切り捨て）

　○○円－（○○円×0.9（1円未満切り捨て））＝△△円（利用者負担額）

　※10.55円は、伊勢原市（5級地）の地域単価

加算額

※要件　定期的なリハビリテーション会議によるリハビリテー ション計画の見直しを行い、LIFE へリハビリテーションのデータを提出しフィー
ドバックを受けて PDCA サイクルを推進する場合 は減算を行わないこととする。

利用を開始した日の属する月から起
算して12月を超えた期間に利用し

た場合
-95円-64円-32円

医療法人社団佑樹会 介護老人保健施設　あゆみの里　訪問リハビリテーション　料金表

要件を満たさない場合：30単位/回減算

内　容

退院（所）日又は要介護認定を受けた日から3月以内に

内　容

介護予防訪問リハビリテーション費 298単位 315円 943円629円
1週6回を限度

1回20分以上の指導　1回につき

退院時共同指導加算 1899円1266円633円

　お住まいの方は、リハビリテーション職員が訪問するための交通費（実費）がかかります。なお、自動車を

　使用した場合の交通費は自費で片道１kｍ毎に10円をお支払いいただきます。

　

報酬項目

事業所医師の指示、内容の記録、リハ会議、リハ計画の報告、見直し

リハビリテーションマネジメント加算イに加え、厚労省へデータの提出

基本額

報酬項目

サービス提供体制強化加算（Ⅰ）

計画診療未実施減算 事業所の医師がリハビリテーション計画の作成に係る診療を行わなかった場合

サービス提供体制強化加算（Ⅰ） 7年以上勤務している療法士がいる事業所

事業所の理学療法士等が、医療機関の退院前カンファレンスに参加し、

事業所の理学療法士等が、医療機関の退院前カンファレンスに参加し、


